
職場における女性勤務医師の
実態アンケート調査を終えて

―管理者（理事長・院長、教授）の立場から―

医業経営・福利厚生部長 北 野 明 宣

１．はじめに

わが国は、昭和４０年代以降高度経済成長ととも
に女性の高学歴化が進み、現在では政治・経済分
野などへの社会進出が多岐にわたっている。加え
て今日、少子・高齢化社会の急速な進展、長期に
わたる経済不況の中で、国民生活はもとより社会
全体が大きく変容している。
また、若年層を中心とした価値観の相違、自由

で多様化するライフスタイルの変化など、中でも
女性は専門性の高い職種への志向と大きく変化し
ている。
医療においても女性の進出はめざましく、今春

の医師国家試験合格者中女性が３３．８％を占め、こ
こ４年連続で３０％台がつづいている。今後ともま
すます増えていくことが予想され、今世紀中には
女性医師が過半数に達するともいわれている。
このように女性医師の増加に伴い、仕事と家庭

生活の両立など、さまざまな問題が山積している。

２．アンケート実施の経緯

当会では、平成１２年１０月女性医師の就労に係わ
る現状を把握するため、女性会員（６３９名）へ
「仕事と家庭生活の両立に係るアンケート」を実
施した。
その結果は、本誌の北海道医報第９７０号（平成

１３年４月１６日）で元常任理事の鈴木忠男医業経
営・福利厚生部長（日本医師会「医師福祉対策委
員会」委員）が詳細に報告している。
今回は、平成１４年１１月に診療所・病院（複数の

医師がいる医療機関）の管理者（理事長・院長）
および医育機関（道内三大学）の教授を対象に女
性医師の就労に対する「職場における女性勤務医
の実態調査」を実施し、このたびその集計結果が

まとまったので概要を報告する。
調査対象は、診療所・病院９５１名、教授１２６名で

ある。
アンケートの回収率は、診療所・病院４０．２％

（９５１名中３８２名）、教授５２．４％（１２６名中６６名）で
あった。

３．アンケート結果

�産休
�復職・退職（図１～３参照）
＜診療所・病院＞

今回の調査では、過去３年間において産休取
得者１８回答中、１６回答（８９．０％）は産休後特に
変わりなく元どおり勤務医として職場に復帰し
ている。

＜医育機関（大学医局）＞
大学（医局）は、複数回答中、「産休前の地位

へ復帰した」が６回答（２８．６％）で最も多く、
一方においては育児のためか「休職中」が５回
答（２３．８％）となっており、職場への復帰と休
職・退職では回答数が拮抗している。

�医師補充（図４～１０参照）
＜診療所・病院＞

産休に対する医師補充は、診療所・病院が１８
回答中７回答（３８．９％）は補充しており、その
方法は全てが「大学に依頼した」との回答で、
大学（医局）に依存している実態となってい
る。また、「補充しなかった」は１１回答
（６１．１％）で、その理由として１２複数回答中、
９回答（８１．８％）が「同僚が分担して診療し
た」との回答であった。
今後の産休・育児休暇に伴う医師の補充は、

複数回答ではあるが、やはり「大学の医局に依
存する」が２１５回答（５６．３％）で最も多く、次
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図１ ＜診療所・病院＞

図２ ＜診療所・病院＞

図３ ＜医育機関＞

図４ ＜診療所・病院＞

図５ ＜診療所・病院＞
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図６ ＜診療所・病院＞

図７ ＜診療所・病院＞

図８ ＜医育機関＞

図９ ＜医育機関＞

図１０ ＜医育機関＞
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いで「医師会によるドクターバンクあるいは代
診医師派遣制度があれば良い」が１３８回答
（３６．１％）となっており、医師会に期待してい
る面が見られる。

＜医育機関＞
一方、大学（医局）では関連病院または研究

機関への産休に伴う応援医師の派遣は、フルタ
イムあるいは条件付を合わせると２０回答
（２９．０％）で、その医局内での反応は「好意的（理
解）である」が３回答（１６．７％）、「特にない」が１４
回答（７７．７％）となっており、管理者をはじめ
同僚などの理解が大きいものと推測される。

また、今後の派遣については「将来医局員数
に余裕ができたら積極的に派遣したい」が２２回
答（３３．３％）、他方「スーパーローテートが始
まるので現在よりさらに余裕がなくなるだろ
う」が１７回答（２５．８％）などとなっている。

�産休についての意見（感想）（図１１～１２参照）
＜診療所・病院＞

「女性として当然の事だから休暇はキチンと
とるべきである」が１００回答（７３．０％）と最も
多く、その他条件付ながらも産休に理解を示し
ている。
しかし、産休の際「医師補充に苦労する」が

図１１ ＜診療所・病院＞

図１２ ＜医育機関＞
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５０回答（３６．５％）あり、今日医師確保が難しい
実態を示している。

＜医育機関＞
大学（医局）では「女性として当然の事だか

ら休暇はキチンととるべきである」が４７回答
（７１．２％）と最も多く、次いで「少子化対策の
ためできる限り配慮すべきである」、「仕事と家
庭生活の両立のためなら大いに産休をとるべき
である」がともに２６回答（３９．４％）となっている。

�育休など
�休職後復帰の可能性（図１３～１４参照）

全体的には、休暇後の復帰は総じて好意的に
理解している回答となっている。

＜診療所・病院＞
複数回答ではあるが、「６カ月位の休職なら復

帰可能」など条件付を含めると４２６回答（９５．３％）
が復帰可能との回答である。

＜医育機関＞

診療所・病院同様条件付ではあるが、７１回答
（９３．４％）が可能との回答である。

�ワークシェアリングの可能性
（図１５～１６参照）

長期にわたる経済不況により、雇用情勢が一
段と悪化しており、近年ワークシェアリングが
提唱されている。
医療の場においても対応の是非など難しい諸

問題が山積しているが、全体的には医療におい
て一定条件下でワークシェアリングは可能とい
う回答もあり、女性医師の仕事と家庭生活の両
立を図る上で一つの方策であり、その対応が望
まれる。

＜診療所・病院＞
今回の調査では可能性として「外来、病棟とも

に可能」が８８回答（２３．０％）と多く、「病棟の受け
持ち患者を持たなければ可能」、「特殊外来に限
れば可能」が、それぞれ５５回答（１４．４％）、５０回答

図１３ ＜診療所・病院＞

図１４ ＜医育機関＞
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（１３．１％）と条件付ながら１０％台の回答である。
一方可能性がない理由としては「単純労働で

ないのだから不可能」、「患者の立場を考えると
不可能」がともに４９回答（１２．８％）となってお
り、さらに「まだ社会的コンセンサスが得られ
ない」が４８回答（１２．６％）であった。全体的に
は可否がほぼ拮抗した回答となっている。

＜医育機関＞
大学（医局）の回答では「外来・病棟ともに

可能」が１８回答（２７．３％）で最も多く、次いで
「病棟の受け持ち患者を持たなければ可能」、「特
殊外来などに限れば可能」がそれぞれ１６回答
（２４．２％）、１２回答（１８．２％）となっており、半
数以上は条件付ながらも可能との回答である。
他方、否定的な理由としては「手術がメイン

の診療科では不可能」が６回答（９．１％）、「まだ
社会的コンセンサスが得られない」が５回答
（７．６％）などとなっており、全体的には医療に
おいて一定条件下でワークシェアリングは可能
という回答が多い。

�職場での女性医師についての意見（感想）
（図１７～１８参照）

女性医師の増加とともに近年全国的に女性医

師による女性専門外来を設置する病医院が増え
つつある。特に女性の優しさ、気配りなどが患
者に受けているものと思われる

＜診療所・病院＞
今回の回答では、「患者が気軽に相談でき評判

がよい」が９６回答（２５．１％）、次いで「患者に
気遣いするなど優しい」、「女性医師の特性を活
かした医療をしている」がそれぞれ９４回答
（２４．６％）、８２回答（２１．５％）とつづいており、
総じて評判が良い回答となっている。

＜医育機関＞
一方大学（医局）においては、「将来増えて来

る事を考えれば対策を考えておくべきである」
が３７回答（５６．１％）、「男性と同等に医療へ進出
すべきである」が３６回答（５４．６％）でともに
５０％台となっている。次いで「家庭と仕事の両
立については強い覚悟をもって臨んで欲しい」
が３２回答（４８．５％）とつづいている。

４．調査を終えて

医師は高度な専門知識と技術を要し、さらに生
涯を通じ豊富な経験と急速に進歩する医学・医療
技術に対して、自らが修得を欠かすことができな

図１５ ＜診療所・病院＞

図１６ ＜医育機関＞
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い過酷な職業である。
医師としての医学研修あるいはその後の直接医

療に携る医療現場の中で、女性医師が仕事と家庭
生活の両立を図る上で、家庭内での理解と協力が
最も大切である。と同時に社会全体が女性の能力
を十分に発揮できる環境の整備も必要である。
今回の調査結果では、働く女性医師にとって産

休・育児など休暇の取得は、回答者（管理者）のほと
んどは理解しており、その休暇後の職場復帰につ
いても条件付ながらも復帰可能との回答が多い。
また、経済不況により雇用を生み出すワークシ

ェアリングの実施が自治体を中心に増えつつある。
今回の「診療所・病院」の回答では、全体的に

その可否が拮抗しており、他方大学（医局）にお
いては、ほとんどが条件付ながら可能との回答と
なっている。

ワークシェアリングは雇用情勢悪化の際の緊急
避難措置としての対策であり、働く女性医師の家
庭生活と仕事の両立を図る上では本来の目的とは
異なった手法であるが、この手法も働く女性医師
への有効な支援策の一つでもあり、医療機関の柔
軟な対応が望まれる。
今後医療環境が大きく変容していく下で、医療

機関は医師確保の観点から医師会によるドクター
バンク、あるいは代診医師派遣制度を期待してい
る回答もあり、いずれ検討することも必要になろう。
これからますます女性医師が増えてくることを

勘案すると、女性医師が仕事と家庭生活の両立を
図ることができる環境づくりが今後の課題であ
り、これらのことはわが国が直面している少子化
対策にも役立つものと考えられ、社会全体が側面
からサポートしていくことが必要である。

図１７ ＜診療所・病院＞

図１８ ＜医育機関＞

本調査にあたって、ご協力賜りました安藤敬子先生（前日本医師会「女性会員懇談会」会員）に深
く謝意を表します。また、ご回答賜りました各位には厚くお礼申し上げます。
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